
令和２年２月４日 
土地・建設産業局 

 

「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 
～人口減少社会に対応した土地政策の再構築と地籍調査のスピードアップに向けて～  

喫緊の課題である所有者不明土地等問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を

推進するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置するための「土地基本法等の一部を

改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。 

１．背 景 

我が国では、人口減少等の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に所有者不明土地や管理

不全の土地が増加しています。所有者不明土地等の増加は生活環境の悪化の原因、インフラ整備

や防災上の重大な支障となるなど、対応は喫緊の課題となっています。 

所有者不明土地対策等の観点から、人口減少社会に対応して土地政策を再構築するとともに、

土地の所有と境界の情報インフラである地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置することが必

要不可欠となっています。 

２．法律案の概要 

（主な改正のポイント） 

① 土地の適正な利用・管理の確保（土地基本法の改正） 

・平成元年の制定以来の見直し 

・人口減少社会に対応し、基本理念など法全般で土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要

性を明示 

・土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務（登記等権利関係の明確化、境

界の明確化）を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利

用」「管理」を促進する観点から見直すとともに、土地政策全般の政府方針（閣議決定）と

して土地基本方針を創設 

② 地籍調査の円滑化・迅速化（国土調査法等の改正） 

・令和２年度からの新たな国土調査事業十箇年計画の策定 

・所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、所有者等からの報告徴収、地方公共団体に

よる筆界特定の申請等の調査手続の見直し 

・都市部における官民境界の先行的な調査や、山村部におけるリモートセンシングデータを活

用した調査といった、地域特性に応じた効率的調査手法の導入 
  

お問合せ先 

【２．①関係】 

  国土交通省土地・建設産業局企画課 近藤、玉巻、市野 

 代表電話：03-5253-8111（内線 30631、30636） 夜間直通：03-5253-8292 FAX：03-5253-1558 

【２．②関係】 

  国土交通省土地・建設産業局地籍整備課 福田、宮本 

 代表電話：03-5253-8111（内線 30512、30513） 夜間直通：03-5253-8384 FAX：03-5253-1580 


